
 

資 料 ２ 
 

 

「負担水準」とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対して 

どの程度まで達しているかを示すもので、次の式によって求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《税負担の調整措置》 

 

 

         商業地等の宅地              小規模住宅用地 

 

     

 

 

          ↑ 
（Ａ）が価格×60％を上回る

場合は価格×60％ 

 

 

 

 

 

 

 

      ↑ 
（Ａ）が価格×20％を下回る

場合は価格×20％ 

 

（Ａ）：当該年度の課税標準額 
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上記②の額が（Ｂ）×20％を 
下回る場合は、（Ｂ）×20％ 

特例（1/6） 
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負担水準（％） 

負担水準（％） 

前年度課税標準額 

負担水準 ＝                              ×100% 

 当該年度評価額（×住宅用地の特例措置 1/3 または 1/6） 

本来の課税標準額（B） 

以下のいずれか低い額 

① 本来の課税標準額（B） 

② 前年度課税標準額 

＋（B）×5％ 


